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公　　　示

一般貸切旅客自動車運送事業の許可の効力が失われたことに係る公示

指定整備事業者等の行政処分に係る聴聞の実施について

（三菱ふそうトラック・バス株式会社）

一般乗合旅客自動車運送事業の路線の廃止の日の繰り上げについて
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◎一般貸切旅客自動車運送事業の許可の効力が失われたことに係る公示

　下記の者の、一般貸切旅客自動車運送事業の許可については、当該許可の有効期間の

満了日の経過をもって、その効力が失われたので公示する。

令和５年１１月２８日　　　関東運輸局長　勝山　潔

○ 事業者名　　　　　　　有限会社　光交通

住所　　　　　　　　　　東京都足立区舎人２－５－４

許可年月日　　　　　 平成１５年１１月１７日

有効期間の満了日　令和５年１１月１７日

公　　　示
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公 示

道路運送車両法第１０３条及び行政手続法第１３条の規定に基づき、下記により聴聞

を実施する。

記

１．件 名

道路運送車両法第９４条の８第１項及び同法第９４条の４第４項の規定によ

る処分について

２．事業者の氏名又は名称及び住所

三菱ふそうトラック・バス株式会社

代表取締役 カール・デッペン

神奈川県川崎市中原区大倉町１０番地

３．事業場の名称、所在地、認証番号及び指定番号

三菱ふそうトラック・バス株式会社 南関東ふそう 八潮支店整備工場

埼玉県八潮市大字西袋７００番地１

認証番号 第４－８７８号

指定番号 関東指第４－１４０７号

４．期 日

令和５年１２月１１日（月）１３時３０分

５．場 所

関東運輸局 自動車技術安全部基準緩和等ヒアリングルーム

神奈川県横浜市中区北仲通５丁目５７番地

横浜第２合同庁舎１８階

６．理 由

道路運送車両法第９４条の５第１項及び同法第９４条の５第４項の規定違反

令和５年１１月３０日

関東運輸局長

勝山 潔
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公 示

２３Ｃ１７

一般乗合旅客自動車運送事業の路線の廃止の日の繰り上げに関して、道路運

送法第１５条の２第５項及び道路運送法施行規則第１５条の１１に基づく届出

があったので公示する。

令和５年１２月７日

関東運輸局長 勝 山 潔

記

１．事案の件名及び事案番号

２３Ｃ１７

２．届出を行った一般乗合旅客自動車運送事業者名

株式会社 平成エンタープライズ

３，対象となる路線

事案番号 ２３Ｃ１７－１

埼玉県羽生市西２丁目１５９４番４地先

埼玉県羽生市西２丁目１６５７番２地先

０．３８キロ

事案番号 ２３Ｃ１７－２

埼玉県羽生市西２丁目１６５７番２地先

埼玉県羽生市下岩瀬５３６番３地先

０．８２キロ

事案番号 ２３Ｃ１７－３

埼玉県羽生市西２丁目１５９４番４地先
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埼玉県羽生市中岩瀬６７０番１地先

０．３７５キロ

事案番号 ２３Ｃ１７－４

埼玉県羽生市中岩瀬６７０番１地先

埼玉県羽生市下岩瀬３１８番２地先

０．４５キロ

事案番号 ２３Ｃ１７－５

埼玉県羽生市下岩瀬５３６番３地先

埼玉県羽生市上川崎５２９番２地先

１．９１キロ

事案番号 ２３Ｃ１７－６

埼玉県羽生市上川崎５２８番２番地先

埼玉県羽生市川崎２丁目２８１番３地先

０．２１キロ

事案番号 ２３Ｃ１７－７

埼玉県羽生市小松台１丁目６０３－２７番地先

埼玉県羽生市小松５３６－１番地先

０．２５キロ

事案番号 ２３Ｃ１７－８

埼玉県羽生市小松台１丁目６０３－２７番地先

埼玉県羽生市小松台１丁目６０３－３４番地先

０．２８キロ

事案番号 ２３Ｃ１７－９

埼玉県羽生市小松台１丁目６０３－３４番地先

埼玉県羽生市小松台２丁目７０５－３５番地先

０．２４キロ

事案番号 ２３Ｃ１７－１０

埼玉県羽生市下岩瀬４５７－３番地先

埼玉県羽生市下岩瀬３１７－１番地先

０．１キロ

事案番号 ２３Ｃ１７－１１

- 5 -



埼玉県羽生市下岩瀬５３６－３番地先

埼玉県羽生市下岩瀬３１７－１番地先

０．２３キロ

事案番号 ２３Ｃ１７－１２

埼玉県羽生市下岩瀬５１７－５番地先

埼玉県羽生市下岩瀬４５７－３番地先

０．４８キロ

事案番号 ２３Ｃ１７－１３

埼玉県羽生市下岩瀬３７６－６番地先

埼玉県羽生市下岩瀬４５７－３番地先

０．１キロ

事案番号 ２３Ｃ１７－１４

埼玉県羽生市下岩瀬３１８番２地先

埼玉県羽生市小松台２丁目７０５－１６番地先

０．８３キロ

事案番号 ２３Ｃ１７－１５

埼玉県羽生市小松台１丁目５１６－１０番地先

埼玉県羽生市小松台２丁目７０５－１６番地先

０．２１キロ

事案番号 ２３Ｃ１７－１６

埼玉県羽生市下岩瀬３７６－６番地先

埼玉県羽生市下岩瀬３７６－６番地先

０．１キロ

事案番号 ２３Ｃ１７－１７

埼玉県羽生市川崎２丁目２８１－３番地先

埼玉県羽生市川崎２丁目２８１－３番地先

０．３２キロ

事案番号 ２３Ｃ１７－１８

埼玉県羽生市川崎２丁目２８１－３番地先

埼玉県羽生市川崎２丁目２８１－３番地先

０．７２キロ
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事案番号 ２３Ｃ１７－１９

埼玉県羽生市川崎２丁目２８１－３番地先

埼玉県羽生市川崎２丁目２８１－３番地先

０．１５キロ

事案番号 ２３Ｃ１７－２０

埼玉県羽生市川崎２丁目２８１－３番地先

埼玉県羽生市川崎２丁目２８１－３番地先

０．４キロ

計８．５５５ｋｍ

４．当初届け出ていた廃止の日

令和６年２月１０日

５．繰り上げ後の廃止の日

令和６年１月１日

- 7 -


